
１．わが国が目指すべき医療制度の姿（１ｐ）

・ 医療制度の持続性を向上させるとともに、医療を成長産業と捉え、その発展を促す

・財政的制約を踏まえ、国が公的に保障できる医療は、すべての国民に確実に給付し、

必要な医療を効率的かつ質が担保されて提供する体制を築く

・公的に保障できる水準を超えた、多様な需要に応える医療には民間保険で対応し、

国際的にも高水準の医療が提供できる体制を整備する

２．本提言の趣旨 ： 以下についての政策を提言（２ｐ）

・社会保障としての医療費の管理・抑制と公的保険の適用のあり方

・医療財政における税と保険の役割分担

・公的保険制度の一元化

・医療の提供における改革と産業としての医療の発展

医療制度改革委員会 提言概要
「抜本的な医療制度改革への提言～持続可能な制度への再構築と産業としての医療の発展を目指す～」

１．医療費の増加に対して必要な議論（3ｐ）
・医療費について、以下のような視点で整理した議論が求められる

①社会保障としての医療費 ：公的保険が適用される医療費、公費負担医療費

②多様な需要に応える医療費：公的保険適用外の自由診療部分にかかる医療費等

Ⅰ．目指すべき医療制度（１ｐ）

Ⅱ．社会保障としての医療費の管理・抑制と公的保険の適用のあり方（２ｐ）

２．社会保障としての医療費は管理・抑制が必要（４ｐ）

・社会保障制度の一体的改革により、給付総額の伸び率を、改革前を基準に名目経済成長率

以下に抑える。これを踏まえ、社会保障としての医療費は管理・抑制する

・社会保障としての医療費を管理・抑制するための具体策

①費用対効果を重視した公的保険適用範囲の最適化

②ICTの活用とデータに基づく医療政策の実施

③混合診療の全面解禁

３．民間保険の活用と公的保険適用外の医療費の増加について（７ｐ）

・公的保険における給付の重点化や混合診療の全面解禁に応じて、公的保険を補完する

民間保険を導入し、両者による医療保障の充実を図る

・リスク的な状況以外の医療やQOLの改善に関わる医療、生活習慣病の予防、健康の維持、

増進等が期待される医療は、公的保険適用外とする

・多様な医療への需要増加と、それに応じた技術革新によるサービスの効率化、新たな

サービスの提供等を通じて経済成長を促す

１．75歳以上を対象とする独立した高齢者医療制度への改革（８ｐ）
・独立した高齢者医療制度において、高齢者の疾病特性等に応じた医療を提供する
・医療費の財源は税７割、自己負担３割とする。税を主要財源にし、高齢者に必要な医療
の確実な提供と、高齢者医療費の管理を両立する
・必要な額は、国民医療費に投入している税を高齢者医療制度に集中投入して賄う
→2020年頃までは必要な額が確保できるが、2030年頃には消費税率に換算して約１％強が必要

・財政責任を伴った運営主体の確立という観点から、運営主体について改めて検討する

Ⅲ．医療財政における税と保険の役割分担のあり方（８ｐ）



１．地域保険への再編・統合による公的保険制度の基盤強化（11ｐ）
・74歳以下の公的保険制度は、地域保険に再編・統合し、単一制度の下、地域単位での

複数の保険者により運営する
・保険者間における加入者の年齢構成や所得水準の違い等を考慮した保険料率の調整は
行うが、調整後の保険料率の差は残し、保険者に経営努力と財政規律の維持を求める

２．地域保険への再編・統合のプロセス（12ｐ）
・都道府県を単位とする再編・統合
国保を都道府県単位に広域化し、その後、国保と協会けんぽを都道府県単位で統合
する。最後に組合健保と統合する

・地方行財政改革と連携した再編・統合
道州制の導入に合わせて、医療保険の運営を広域自治体の役割に位置づけ、大規模に
再編・統合する

１．医療機関間での機能の集約（13ｐ）
・地域において、医療機関間での役割分担を明確にし、機能を集約化する

・医療機関の連携、ネットワーク化を促進する
・必要な医療機関や医師数について需要を踏まえて精査し、医療機関を再編・統合する

２．74歳以下を対象とした公的保険制度における保険原理の徹底（10ｐ）

・74歳以下の医療費は、基本的に保険料７割と自己負担３割で賄う

・75歳以上を対象とした高齢者医療制度への支援金の拠出は行わない

Ⅳ．公的保険制度の一元化（11ｐ）

Ⅴ．医療の提供における改革と産業としての医療の発展（12ｐ）

・病院経営の改革として、多様な人材が経営を担えるようにするとともに、経営と執行
を分離する

２．医療人材の有効活用（14ｐ）
・医師不足に対して短期的には、規制緩和により看護師等コメディカルの業務を拡大し、

医師の業務を他の医療職種でも担えるようにする（ﾅｰｽ・ﾌﾟﾗｸﾃｨｼｮﾅｰの導入等）
・中期的には、必要な医師の確保について、地域別、診療科別の需要を踏まえた家庭医を
含む専門医の育成制度の整備と合わせて行う
・コメディカルの専門性の向上に合わせて、その業務内容に応じた処遇ができる仕組みを
作り、人材の確保に繋げる
・EPAにもとづく看護師、介護福祉士候補者の受け入れ体制を改善する（資格取得における
基準の再検討等）

３．産業としての医療の発展（14ｐ）
・民間の力を活用し、医療需要の増加と多様化に応えていくことで、医療とその関連分野

を成長産業にする
・そのためには、迅速な規制緩和と、先端医療開発特区の推進や内外からの企業参入を
促す税制等、産業として発展させるための環境を整備する
・株式会社による医療機関への参入規制を緩和・撤廃する
・厚生年金病院、社会保険病院については、整理合理化を具体的に進め、民間に運営を
委ねていく
・総合病院を中核に、専門病院、研究機関、高度先進医療の提供施設等も含めた医療クラ
スターの形成を促進する
・医療クラスターにおける最先端医療の実現や、メディカルツーリズムの促進等を通じて、
海外からの患者やサービスの利用者を増加させる
・医薬・医療機器の承認における期間の短縮、効率化に向けた体制を一層強化する
・治験環境の改善や国際共同治験の推進に向けた基盤を整備する


